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京都市生活介護事業所開設準備金補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、本市域内における生活介護の提供の基盤の充実並びに医

療的ケア者及び強度行動障害者の受入れの促進を図るため、新たな生活介護

事業所の開設の準備に係る事業（（下「準準備事業 という。）に要する人件費

等の経費の一部を助成することについて、京都市補助金等の交付等に関する

条例（下「準条例 という。）及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行

規則に定めるもののほか、予算の範囲内においてこれを交付することに関し

必要な事項を定めるものである。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

 ⑴ 生活介護 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（下「準総合支援法 という。）第２９条第１項に規定する指定障害福祉

サービスとしての生活介護をいう。 

 ⑵ 生活介護事業所 生活介護を提供する事業所（総合支援法第４１条の２

第１項の規定による共生型障害福祉サービス事業者の特例に基づく指定を

受けたものを除く。）をいう。  

 ⑶ 医療的ケア者 日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア

（人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう。）を受け

ることが不可欠である者をいう。 

 ⑷ 強度行動障害者 こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並び

に厚生労働大臣が定める基準（平成１８年厚生労働省告示第５４３号）第４

号に規定する行動関連項目合計点数が１０点下上である者をいう。  

 

（対象事業所） 

第３条 補助の対象とする準備事業に係る生活介護事業所（下「準対象事業所 

という。）は、次に掲げる要件を満たす生活介護事業所とする。 

 ⑴ 第６条の規定による申請を行った日からその日の属する年度（４月１日

から３月３１日までの期間をいう。下「同じ。）の末日までの期間に受けた

指定（総合支援法第２９条第１項の指定をいう。下「同じ。）に係る生活介

護事業所であること。 

 ⑵ 当該生活介護事業所において、前号の期間内に前号の指定に基づく生活

介護の提供を開始すること。 

 ⑶ 前号の生活介護の提供の開始の時点において、医療的ケア者又は強度行

動障害者（（本市の支給決定（（総合支援法第１９条第１項の支給決定をいう。）

を受けた者に限る。下「準特定受入対象者 という。）１名下上との間で、

生活介護の提供に係る契約（下「準提供契約 という。）を締結しているこ
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と（（市長がやむを得ないと認める理由により提供契約を締結することができ

なかった場合を含む。）。 

 

（補助対象経費） 

第４条 補助の対象とする経費（（下「準補助対象経費 という。）は、対象事業

所の準備事業に要する経費のうちその開設の日（指定の期間の初日をいう。

下「同じ。）前６か月間の報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役

務費及び委託料、需用費、使用料及び賃借料、備品購入費（備品設置に伴う工

事費又は工事請負費を含む。）とする。ただし、地方公務員法第４条第１項に

規定する職員の給与を除く。 

２ 対象事業所が多機能型（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準

（平成１８年厚生労働省令第１７４号）第２条第３号に規定する多機能型を

いう。）によるものであるときは、専ら生活介護の提供の基盤の充実の促進に

資するものとはいえない経費として別に定めるものについては、別に定める

範囲で、補助対象経費に含めることができない。 

 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、第１号に掲げる額と第２号に掲げる額とを比較してい

ずれか低い額とする。ただし、１，０００円未満の端数が生じたときは、これ

を切り捨てるものとする。 

 ⑴ 対象事業所の定員数（前条第２項の対象事業所にあっては、生活介護に係

る定員数）に１，１１１千円を乗じて得た額 

 ⑵ 補助対象経費の総額に４分の３を乗じて得た額 

 

（交付の申請） 

第６条 条例第９条の規定による申請（（下「準交付申請 という。）は、準備事

業の着手前に京都市生活介護事業所開設準備金補助金交付申請書（第１号様

式）に次に掲げる書類を添付して、別に定める日（下「準基準日 という。）

までに行わなければならない。 

 ⑴ 事業計画（第２号様式） 

 ⑵ 建物の位置図、配置図、平面図 

 ⑶ 補助対象経費の算定根拠となる資料 

 ⑷ 収支予算書 

 ⑸ 法人の定款、寄付行為又は約款 

 ⑹ その他参考となる書類 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合に限り、準備事業を

行う者は、京都市生活介護事業所開設準備金補助金交付決定前着手届（第３

号様式）により市長に届け出たうえで、次条による決定前に準備事業に着手

することができる。この場合において、交付申請は、前項の申請書及び添付書
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類により、市長が別に指示する日までに行わなければならない。 

３ 準備事業を行う者は、交付申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税

及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地

方消費税相当額のうち、消費税法及び地方税法に基づく仕入れに係る消費税

及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占

める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。下「同じ。）を減額して申請

しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に

係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

４ 基準日までに市長に到達した交付申請が複数あるときは、当該基準日にお

いて、同時に到達したものとみなす。  

 

（交付の決定及び通知） 

第７条 市長は、交付申請が到達したときは、到達の日下後最初に到来する基準

日から３０日下内に申請内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付予定額

を決定する。 

２ 複数の交付申請が同時に到達した場合において、各交付申請に係る申請額

の合計が予算を上回るときは、市長は、別に定めるところにより、それぞれの

申請内容を比較したうえ、順位を付し、より上位のものから順に前項の決定

をする。  

３ 第１項の決定については、市長は、文書（第４号様式）により交付条件等を

付して申請者に通知する。 

 

（交付の条件） 

第８条 補助金の交付を受けるときは、次の条件が付されるものとする。 

 ⑴ 第６条の規定に基づき申請された準備事業の内容の変更（条例第１１条

第１項第１号に規定する軽微な変更を除く。）をし、又は準備事業を中止し、

若しくは準備事業を廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受

けなければならない。 

 ⑵ 準備事業が予定の期間内に完了しないとき又は準備事業の遂行が困難と

なったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。 

 ⑶ 準備事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び

支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を準備事業が完了

する日の属する年度の終了後５年間保管しなければならない。 

 ⑷ 準備事業により取得し、又は効用の増加した財産については、準備事業の

完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効

率的な運用を図らなければならない。 

 ⑸ この補助金の算定の基礎とした補助対象経費について、重複して他の補

助金の交付を受けてはならない。このことは、施設の整備に要する経費など

この補助金の補助対象経費とはならない経費に関し他の補助制度を利用す

ることを妨げるものではない。 
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 ⑹ 準備事業により取得し、又は効用の増加した価格が３０万円下上の機械、

器具及びその他の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省

令（（和４４０年大省省令第１５号）で定める耐用年数を経過するまで、市長

の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換

し、貸付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。 

 ⑺ 市長の承認を受けて財産を処分する場合は、厚生労働省所管一般会計補

助金等に係る財産処分承認基準（会発第０４１７００１号平成２０年４月

１７日厚生労働省大臣官房会計課長通知に併せて定められたものをいう。）

に定める財産処分納付金に準じて算定した額を直ちに返還しなければなら

ない。 

 ⑻ 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、

その収入の全部又は一部を本市に納付させることがある。 

 ⑼ 対象事業所について、総合支援法第５０条第１項各号のいずれかに該当

することとなってはならない。 

 

（変更等の承認の申請） 

第９条 条例第１１条第１項第１号による補助事業等の内容又は経費の配分に

係る市長の承認の申請は、京都市生活介護事業所開設準備金補助金変更承認

申請書（第５号様式）によって行うものとする。 

２ 条例第１１条第１項第１号に規定する軽微な変更は、次のいずれかに該当

する場合とする。 

 ⑴ 交付予定額の変更を伴わない事業計画の変更（第３条第３号に基づく提

供契約に係る特定受入対象者の変更を除く。）  

 ⑵ 第５条第１号に掲げる額の変更に伴う交付予定額の変更であって、準備

事業の変更を伴わないもの 

 

（実績報告等） 

第１０条 条例第１８条の規定による実績報告は、準備事業が完了した日（（開設

の日がこれより後に到来する場合にあっては、開設の日）から６０日を経過し

た日又は準備事業が完了した日が属する年度の３月３１日のいずれか早い期

日までに、京都市生活介護事業所開設準備金補助金事業実績報告書（第６号様

式）に次に掲げる書類を添付して、行わなければならない。 

 ⑴ 事業報告（第７号様式） 

 ⑵ 建物の位置図、配置図、平面図 

 ⑶ 補助対象経費の算定根拠となる資料 

 ⑷ 補助対象経費に係る請求書及び納品書 

 ⑸ 収支決算書 

 ⑹ その他参考となる書類 

２ 前項の規定にかかわらず、第６条第２項に基づく事前着手を届け出た者が、

第７条に基づく市長の通知が到達するより前に準備事業を完了したときは、
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当該通知（（補助金の交付を拒否する通知を除く。）が到達した日（（開設の日が

これより後に到来する場合にあっては、開設の日）から６０日を経過した日又

は準備事業が完了した日が属する年度の３月３１日のいずれか早い期日まで

に、前項の報告書及び添付書類により、条例第１８条の規定による実績報告を

行わなければならない。 

３ 準備事業を行う者は、前２項の実績報告を行うに当たって、この補助金に係

る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費

税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。 

４ 準備事業を行う者は、第３条第２号の生活介護の提供の開始の時点におい

て、やむを得ない事情により特定受入対象者との間で提供契約を締結するこ

とができないときは、速やかに、他の特定受入対象者との間で提供契約を締結

するよう努めなければならない。 

５ 準備事業を行う者は、前項の他の特定受入対象者が確定したときは、直ちに

その旨を市長に報告しなければならない。 

６ 市長は、第４項の他の特定受入対象者との間で提供契約が締結されるまで

の間は、準備事業を行う者に対して、同項に基づき講じた措置に関し報告を求

めることができる。 

 

（補助金の額の確定及び通知） 

第１１条 市長は、条例第１８条の規定による報告を受けてから３０日下内に、

その報告内容が補助金の交付の決定の内容及び付した条件に適合するか否か

を確認し、適合すると認めるときは、補助金の交付額の確定（（条例第１９条に

よる決定をいう。下「同じ。）をし、その旨を文書（第８号様式）により申請

者に通知する。 

 

（交付の時期） 

第１２条 市長は、前条による補助金の交付額の確定を受けた者からの請求に

より、補助金を交付する。 

２ 第７条に規定する交付決定を受けた者から申出があった場合において、市

長が必要と認めるときは、申出者は、条例第２１条第２項の規定により、補助

金の交付額の確定を受ける前に、交付予定額の３割を限度として概算払を受け

ることができる。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１３条 この補助金の交付を受けた者は、準備事業の完了後に申告によりこ

の補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、

速やかに、京都市生活介護事業所開設準備金補助金に係る消費税及び地方消

費税の額の確定に伴う報告書（第９号様式）により市長に報告しなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の報告があったときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を納
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付させることがある。 

 

（その他） 

第１４条 この要綱に規定するもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項

は、障害保健福祉推進室長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、決定の日（令４８年３月３０日）から施行する。 

 


